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調理師免許証再交付申請に必要な書類 
 

(1)  申請書  
(2)  収入証紙・・・・３，６００円  
(3)  免許証（破り、汚した場合）  

  
 調理師法施行令  
（免許証の再交付）   
第 14 条  調理師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。  
２  前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。  
３  免許証を破り、又はよごした調理師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。  
４  調理師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納し 
 なければならない。 
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